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令和 2年度事業計画書 

 

Ⅰ 法人の概要 

ⅰ 所在地 

 ◎学校法人大阪青山学園 

   大阪府箕面市新稲 2丁目 11番 1号 

 ◎大阪青山大学 

大阪府箕面市新稲 2丁目 11番 1号 

◎大阪青山大学短期大学部 

  大阪府箕面市新稲 2丁目 11番 1号 

◎青山幼稚園 

  大阪府吹田市青山台 4丁目 5番 

 

ⅱ 設置する学校 

  1 大阪青山大学 

      健康科学部 健康栄養学科 

            子ども教育学科（平成 25年度 健康こども学科を名称変更） 

看護学科（平成 27年 4月開設） 

 

2 大阪青山大学短期大学部（平成 26年度 大阪青山短期大学を名称変更） 

           調理製菓学科 

            調理コース 

            製菓コース 

 

3  青山幼稚園 

 

ⅲ 大学、短期大学及び幼稚園の入学定員、収容定員及び在籍者数 

（入学定員・収容定員：令和 2年 4月 1日現在） 

（在籍者数：令和元年 5月 1日現在） 

区分 入学定員 収容定員 在籍者数 備考 

 

 

大学 

健康科学部健康栄養学科   80   320   287 平成 17年 4月設置 

健康科学部子ども教育学科   80   340   326 平成 20 年 4 月設置(平成 25 年度名称変更) 

健康科学部看護学科   80   320   334 平成 27年 4月設置 

     計   240   980   947  

短期 

大学 

調理製菓学科       60    87 令和 2年 4月学生募集停止 

     計       60    87  

合計   240  1,040  1,034  

幼稚園    590   398 ※認可定員 
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ⅳ 役員・教職員数 

  1 役員数（平成元年 5月 1日現在） 

    ・理事    8名    ・監事  2名 

    ・評議員  17名 

  2 教職員数（平成元年 5月 1日現在） 

 教授 准教授 専任講師 助教 助手 教諭 事務職員 

法人 － － － － － － 1 

大学 33 11 14 7 2 － 34 

短期大学 4 3 1 0 0 － 2 

幼稚園 － － － － － 24 1 

※幼稚園の教諭数には、園長を含む。 

 

 

Ⅱ 事業の概要 

ⅰ はじめに 

私学を取り巻く環境は、少子化、学生・保護者のニーズの多様化、経済不況など社

会環境の急激な変化とともに厳しさを増している。 

特に平成 30 年以降からは 18 歳人口が大きく減少し、令和 22 年には 90 万人を割る

と予測される状況にあり、学生の確保は大学経営上の大きな課題となっている。 

また、類似学部・学科を持つ近隣大学との学生の獲得競争や補助金をはじめとする

競争的資金の獲得競争は大学の二極化を加速させている。 

このような環境の中で、本学は安定した経営基盤と確固たる教育の質保証により「入

学したい大学」として有り続ける必要がある。今後、平成 27年度に設置した健康科学部

看護学科の平成 30年度の完成や、令和 2年度入試における短期大学部調理製菓学科の学

生募集停止による学園状況などを踏まえ、新たな学園の将来計画を早急に策定すること

が課題である。 

   令和 2年度は第 2次中期計画（平成 28年度～令和 2年度）の最終年度にあたっており、

同計画の基本構想と平成 31年 4月に行った同計画の修正版に基づいた事業を継続推進し

ていく。また、経営基盤の安定と改善のために策定した経営改善計画（平成 28年度～令

和 2年度）についても見直しを行い、修正計画に基づいた事業の推進を図る。本年度の

予算編成方針の柱は、平成 28年度から継続している「財務体質の改善と強化」とし、こ

の方針により、学部・学科及び部署の事業計画は以下のとおりであるが、執行にあたり

一部見直すこともある。 

   なお、学園の将来計画については引続き検討を行い、令和 2年度においては第 3次中

期計画（令和 3年度～令和 7年度）の作成に着手する。 

 

ⅱ 法人事務局 

1 理事会・評議員会 

令和 2年 4月に制定した「大阪青山学園ガバナンス・コード」に基づき、理事
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会・評議員会の運営の透明性を確保する。 

理事会は、本学園の経営が急激な社会環境の変化に対応できるよう、経営機能と

管理運営機能の充実を図るため毎月一回の開催を基本とし、常任理事を通しての学

園、設置校の情報を早期に着実に求め、活発な運営に資することとする。理事会と

常任理事会等の役割に関し、理事会からの委任事項を明確化するために平成 29年度

に整備された関係規程に基づき、機動的な理事会運営を行う。 

また、平成 28 年度に策定した経営改善計画（平成 28 年度～令和 2 年度）を円滑

に計画通りに実行するため、同年に設置された経営改善実行プロジェクトの業務遂

行を担い、また引き続き理事会がこれを統括する。 

評議員会は、理事長が理事会の審議に先立って意見を聴取し、また理事会の決定

を報告して意見を求めることにより、評議員会の意見を経営に活かす。 

 

2 将来構想委員会 

第 2次中期計画（平成 28年度～令和 2年度）の基本構想及び修正計画に基づき事

業の策定・推進を図る。特に平成 27 年度に設置した看護学科の平成 30 年度の完成

及び令和 2 年度入試における短期大学部調理製菓学科の学生募集停止による学園状

況を見据え、大学の多様化に向けた拡充策などを検討する。具体的な施策と取組に

ついては大学改革委員会に委ねる。 

 

3 大学改革委員会 

将来構想委員会により策定された第 2次中期計画（平成 28年度～令和 2年度）に

ついて、中期計画の修正も踏まえ具体策を策定する。同委員会では実施体制を整備

し、各課題解決策を実行して行く。 

「教育の質的転換プロジェクト」、「地域発展プロジェクト」、「財務改善プロジェ

クト」という 3 つのプロジェクト委員会は、前年度同様に、そのまま継続し、引き

続きそれぞれの課題解決に取り組む。 

また、外部からの意見聴取を一層推進するため、自治体に委嘱した大学運営アド

バイザーから意見を聴取するとともに、企業、高等学校などからの意見を反映する

運営システムの充実を図り、大学改革の改善案策定に活かしていく。 

 

4 総務部 

（1）組織・制度の適正化 

学園及び各設置校の組織・制度を点検し、本学の規模に適した組織、制度の構築

を進めるため、企画改善案の策定に努める。 

各部門・学科の収支構造の改善を伴う学園の財務構造の適正化を実現するため、

厳正な予算管理を行うとともに、予算制度・予算統制の向上を図る。 

 

（2）校舎・設備等の整備 

・本館屋上防水・外壁改修等を実施する。 
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・北摂体育館の改修工事（天井改修、屋上防水、外壁改修）を段階的に実施する。 

・老朽化した青山幼稚園の厨房施設・設備を改修する。 

・図書館のリニューアル・改修を検討し、ラーニング・コモンズ機能を持った空間

の新設検討に努める。 

・中長期設備計画を設定し、校舎、設備等の老朽化、さらに空調設備の計画的な

改修等を適切に行い、教育研究環境の整備に努める。 

 

（3）外部資金の獲得の活性化 

・経常費補助金を含む各補助金の仕組みについて、教職員に広く理解を促し、文

教施策に伴う補助金の目的と各業務の目的の整合性を図り、補助金の獲得に努

める。 

・科学研究費補助金や研究助成金など競争的外部資金の獲得については、特に若

手研究者の研究活動支援の強化を含む研究活動支援の体制を整備し、外部資金

獲得の増額を図る。 

・地域との協力関係を強め地方公共団体関連の補助金や共同事業、委託事業等に

よる外部資金の獲得を図る。 

 

（4）寄附金募集活動の活性化 

「教育振興資金」について、ＨＰなどを利用した広報活動等を積極的に活用し、

税額控除制度の適用についての周知を図るなど、同窓会員、大学関係者及び企業

等から広く募金を求める。 

 

ⅲ 大阪青山大学 

    健康科学部 

1 健康栄養学科 

(1)管理栄養士国家試験対策の強化 

1) 在学生への支援 

管理栄養士国家試験の受験者率および合格率の向上を目指し、学科教職員全員

できめ細やかな支援を行う。とくに１年次における初年次教育の充実を図り、基

礎教育および専門教育へ導入をスムーズにする。 

2) 卒業生への支援（卒後支援） 

管理栄養士国家試験対策に関する情報提供をはじめ、教材の郵送、対策講座や

模擬試験への参加勧奨、管理栄養士国家試験受験に係る書類送付等の支援を行う。 

3) 国試対策室の重点化 

     学科教職員で組織し、国試対策の強化を図る。１年次から段階的かつ継続的な

国試対策プログラムを検討し、実施する。また、外部講師の招聘や模擬試験を計

画し、国試対策の強化を図る。 

 

(2)「キャリアデザイン」科目の開講 
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    初年次教育の一つとして、1年次から「管理栄養士」としてのキャリアデザインを

描き、目的・目標を明確化させるために「キャリアデザイン」科目の開講を進める。

また、コース特色活動を通じて、管理栄養士としての意識を向上させ、キャリア支

援を行う。 

 

(3) 就職・進学支援 

    就職支援は、進路支援センターと連携し、資格を活かした学生の就職活動の支援

を強化する。また、進学支援については大学院の情報提供等の支援を行う。 

   コース制によって、高校生に対して学科の特色を可視化すると共に、管理栄養士の

業務をより分かりやすくする。 

 

(4) 入学前教育の実施 

    入学までの学力維持または向上と大学入学後の専門科目に対するスムーズな導入

を図ることを目的に、初年次教育（補講）と連携した入学前教育プログラムを検討

し、効率的な実施を行う。 

 

(5) 学修支援の強化 

   学習支援室と連携して学修支援を強化し、基礎学力の向上を図るとともに、初年

次教育（補講）の充実を図り、学力不足による休学や退学を防止する。SA による学

習支援を強化するとともに、学習支援室を有効活用した支援を検討する。 

 

(6) 自習室の増設および使用時間の延長 

大学での学生相互の自主学習や情報交換は、学生の学習に対する意識向上に関わ

っている。学生が自由に使用できる「研修室」および「学習支援室」の確保および

学生の大学滞在時間を長くできるように時間外開放など、さらに検討する。 

 

(7) 臨地実習の実施 

    臨地実習は、学内で修得する知識・技術を栄養管理の実践の場で実習・演習し、

理論と実践を結びつけて理解することを狙いとして行われる必修科目である。3年次

前期に事前指導を実施し、学生が効果的な実習を行えるよう支援するとともに実習

関連科目の開講時期について検討する。また、実習先の新規開拓、確保に努める。 

 

(8) 保護者懇談会の実施 

    後援会総会の実施に併せて保護者懇談会を実施する。また、希望者に対しては個

別面談を実施する。必要に応じて学習相談を行う。 

    

(9) 地域連携の取り組み 

包括連携協定を締結している隣接 3 市との協働により、近隣地域での食育など各

種イベントへの参画を継続すると共に、地元食品企業との食品開発プロジェクトに
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おいて新たな支援を進める。また、他大学や高校との連携による共同研究を実施す

る。これらの活動を機能的に実施するために「研究センター」などの設置を検討す

る。また、必修科目である地域栄養活動実習では、近隣の幼稚園・小学校・保健所・

保健センター・医療機関・福祉施設などと連携した食育活動を実施する。 

 

(10) 実験・実習環境の整備  

    管理栄養士課程設置 10 年以上が経過し、設備（実験室、実習室、動物飼育室など）

および機器、器具、備品の老朽化や器具および食器の不足が生じている。実験・実

習の円滑な実施のため、新たな実習室の確保など必要に応じて整備する。とくに修

理や故障などが生じた場合には優先して対応する。 

 

(11) 学外研修の実施 

1) 3年次生(14期生)の研修の実施 

      10 月上旬を目途に実施する。研修時期および研修内容について、より効果的な

実施方法を検討する。 

 

2) 4年次生(13期生)の和食テーブルマナーの実施 

     11月中旬を目途に実施する。 

 

(12) 資格支援 

    管理栄養士以外に本学で提供している各種資格に対して支援を行う。 

1) 栄養士免許申請に関する支援 

2) 栄養教諭課程履修に関する支援 

3) NR・サプリメントアドバイザー資格取得支援 

4) フードスペシャリスト認定試験の実施および資格取得支援 

5) フード サイエンティスト資格取得支援 

6) 健康運動実践指導者資格取得支援 

7) 全国栄養士養成施設協会栄養士実力認定試験の実施 

 

(13) 学科事務室の業務の精査および整理 

    業務内容を整理し、学生へのきめ細やかな支援をする。  

 

  ２ 子ども教育学科 

（1）学科の教育理念・目標の明確化と内容（カリキュラム）の充実と再構築 

令和元年度より、保育士養成及び教職課程が新課程となり、新たな必修科目が

加わった。それに伴い、資格取得のために必要な取得単位数が増し、保育士資格

と教員免許状を同時取得する場合、CAPの上限を超えての科目履修となるケースも

出てくる可能性がある。また、近年の保育・教育現場において多様な特別支援ニ

ーズが高まり、保育内容や教科教育法といった実践内容以外の知識・技能も身に
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着ける必要性が増してきた。これらのことから、今年度はカリキュラムの学年配

当の見直しと整理、これからの保育・教育現場のニーズに沿った新たな開講科目

について検討し、子ども教育学科の教育理念・目的達成への整備を進めていく。 

 

   (2) 学科教育と学生指導の充実 

1) 初年次教育について 

① 昨年度、学生の基礎学力補充の在り方及び、意欲的に学ぶ学生への支援体制へ

の充実について検討した結果、初年次教育の見直しという課題が浮かび上がり、

今年度より、学科教員全員で初年次教育に関わり、少人数制の中でより適切な

個別支援にあたるよう努める。また、個別支援の中で見いだされた課題を学科

全体で協議し、学科での支援体制を強化させていく。 

② 昨年度より、学科独自の新入生歓迎行事を実施している。上級生より実行委員

を募り、学生主体となった歓迎行事の運営であったが、準備期間や開催時期の

関係から、参加人数が予想を大幅に下回った。そのため、今年度は、早期より

新たな実行委員会を発足させ、実行委員と教員が協働し、新入生オリエンテー

ションから新入生歓迎行事、初年次教育へと繋げていく。上級生と新入生相互

の交流によって学生同士の自助力を高めると共に、初年次教育の中で個別指導

を補完していくことによって不本意入学による早期退学者の抑止に努め、学生

支援の強化を図っていく。 

2) 2年次生以降の教育と学生指導の充実 

平成 30 年度より設置された「保育・教職支援室」の存在が学生の中に定着した 

ことから具体的で安定的なキャリア支援が可能となり、昨年度は、卒業生・在学生

共に、教員採用試験及び公立保育士の採用人数が過去最多となった。それに伴い、

他学科の学生も含め、当該室を利用する学生数も多くなった。また、採用試験の 2・

3次に課せられる模擬授業・保育を実施する場所を要することから、当該室の拡充

と保育・教職実践演習室の設置を求めたい。 

   

(3) 保育・教育実習及び就職指導体制の充実 

1) 平成 31 年度の教員免許法の改正に伴い、大学外の関係機関との連絡調整等を行

う「実習合同委員会」を組織し、定期的に学科内での実習委員会を開催している。

今年度は、学科教員全員での実習に関する連絡・調整、教員育成ビジョン共有の

ための意見交換、教職課程カリキュラムに係わる意見交換等を行う。 

2) GPA を用い、実習委員を中心に個別に実習を行っているが、実習に関する書類記

入に必要な基礎学力が身についていないことが、未だ課題として残っており、容

易に解決できるものではない。そのため、保育・教育職を目指す学生の基礎学力

補充のプログラムについて検討し、実習・就職支援体制のさらなる充実を図る。 

3) 保育実習・教育実習は養成プログラムのなかで重要な位置を占めるため、実習の

充実を図る。そのさい、全教員による実習指導体制をいっそう強化する。 

4) これまでも GPA を用い、実習指導を行ってきているが、実習参加への個別対応
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が多様化してきているため、GPA 以外の観点からも、実習指導の適切化を検討す

る。 

(4) 実験科目や実技関連科目などの基盤整備 

   昨年度は、ML 教室並びに授業用のピアノ教室の整備を行った。これにより、学

生の授業に対する取り組み、空き時間の活用に変化が見られ、ある程度の学習効

果が得られたといえる。しかしながら、放課後や空き時間に個人練習を行うピア

ノレッスン室が短期大学幼児教育・保育学科（以下、短大と記す）開設当初のま

まであり、教室及び楽器共に経年と共に劣化してきている状況である。また、第

一・第二音楽室や第一・第二図工室については、教短大閉鎖後の教室が未整備の

まま今日に至っており、同種の教室が併存することによって教材関連の費用が嵩

むという問題も抱えている。さらに、専門職を目指す上で必要となる模擬保育や

模擬授業を実施する実践演習室が設置されておらず、専門的職業人を育成する環

境としては不十分である。したがって、今年度は、ML教室の整備に引き続き保育・

教員養成における実技関連科目に使用する教室の整備を重点的に行うことを求め

たい。 

1) 短大閉鎖後、第一・第二音楽室とも未整備であり、不要となった楽器や経年劣化

した楽器が散在されている状態である。これらを整理し、学習環境の見直しを図

っていきたい。 

2) 図工室についても、音楽室同様、第一と第二があり、短大閉鎖後の教室が未整備

となっている。これについては、教材費等が嵩む要因ともなっており、教室使用

状況等を鑑みながら、統廃合を図り、学習環境の充実をより一層図る。 

3) 模擬授業が可能となる保育・教職演習室（仮称）の設置を求めたい。その際、シ

アタールームの活用や現存する保育演習室の使用状況の拡大も視野にいれながら

検討する。 

 

(5) 学生の自習環境の整備 

平成 26 年度から学科学生が日常的に利用できることとした６階の研修室を、学

生の利用度が高い現況を踏まえて、さらに整備する。とくに教職・保育職受験対策

用の関連書籍を研修室に配置すると共に、教員採用試験時の模擬授業に対応できる

ようにする。 
 

(6) 子育て支援室のさらなる充実と地域への開放 

平成 23 年度末より子育て支援室を開放し、近隣の親子が利用できる体制とし 

てきたが、現在、利用者も増え、多様な親子が利用している。本年度もよりいっ

そう充実させるために、子育て支援室の備品・絵本・玩具等を整備する。ととも

に、引き続き地域の子ども・保護者に積極的に開放し、あわせて本学教員・学生

の研究・学修に活かす活動を進める。 
 

(7) 公開講座への主体的関与と新たな開講  
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これまで同様、大学全体で開講する公開講座に対して子ども教育学科の専門性

を発揮した関与を積極的にすすめる。また、子ども教育学科独自の公開講座の可

能性を検討する。  
 

(8) 定員充足と入学試験のあり方 

1) 中退者の抑制と AO入試・特別推薦入試 

年度を重ねるごとに、不本意入学・生活習や家庭の経済状況の問題から、入

学後の早期に退学を選択する学生が増加傾向にある。そのため、進路に迷いが

生じている学生への支援ばかりではなく、入学試験のあり方とも相関する問題

として選抜試験の内容を検討する必要がある。とくに AO入試と特別推薦入試で

入学した学生の退学が顕著であるため、面接時に得られた受験者の特徴や情報

を学科内全教員との共通理解を図り、休学・中退の抑止に努める。 

      2) 入学試験について 

アドミッションポリシーの再整備ならびに定員充足という前提を踏まえて、

不本意入学者や無目的入学者の発生を抑え、かつ学力などの質を高めるような

入学試験のあり方を引き続き検討していく。また、今年度は、保育・教育現場

での活躍が期待できる、音楽系技能の備わった学生のための入試形態を導入し、

定員充足とアドミッション・ディプロマポリシーに整合性を持たせる。 

3) 広報戦略のあり方 

これまで同様、子ども教育学科への入学意欲が高まるような広報戦略を入試

部と連携して工夫する。卒業生の進路を各高校へ報告し、本学の実績と教育力

を周知する。 

4) 高大接続のあり方 

① 保育・教育者を志す高校生に対し、本学教員の専門性を発揮した出張授業を行

う。 

② 学科の教育理念・目標に沿った学修過程が得られるよう、基礎学力・技能の補

充に関する、入学前教育について学科内で検討し、実施する。 

 

(9) 保護者との連携の強化 

これまで同様、保護者懇談会を開催し、保護者の意見を集約して学科の学生教

育に生かすとともに、保護者・教員連携して学生の学修上・生活上の問題に適切

に対処する。このことを退学防止策の一環ともする。 
 

(10) 卒業生との交流について 

令和 2 年度には子ども教育学科 10 期生を輩出する年度となる。これまでの間、

保育・教育現場で活躍する卒業生を多く輩出してきた。そこで、ステークホルダ

ーとしての卒業生の意見を聞く機会を設け、在学生のキャリア教育に還元される

よう、卒業生と在学生の交流を図る。 

1) 卒業生のネットワーク作りと本学教員の専門性を活かした研修会の開催 
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2) 卒業生と在学生の交流 

3) 10期生までの卒業を記念し、全卒業生を対象とした同窓会の開催 

 

(11) その他 

一昨年度、保育・教職に関する再課程申請を終え、昨年度より新たな保育・教

職のカリキュラムが施行されたところではあるが、令和 3 年度中に幼稚園教諭 1
種免許状関連の再課程申請を再度行わねばならない。そのため、教員審査のため

の適切な教員配置と学科各教員による研究業績の積み上げが必要となってくる。

しかしながら、学生教育・支援の強化を図ることにより、通常授業及び授業準備

に加え、学生の個別対応に時間を割かねばならず、学内での労働が長時間化され

ることが懸念される。このことにより、研究活動のための時間や適切な休日の確

保が困難となってくる。したがって、今年度は、担任業務と教学関係の各部署業

務の役割分担と連携について整理し、適切な教育・研究活動の確保のあり方につ

いて検討する。 
 

３ 看護学科 

（1）看護師・保健師国家試験対策プログラム作成と支援 

1）看護師国家試験対策講座、模擬試験 

4年間の国家試験対策プログラムを作成し、計画的に国家試験合格を支援する。外

部講師の招聘と模擬試験を引き続き実施する。Ⅱ期生は国家試験に向けて自らの学

習への取り組みが遅ったことから、国家試験強化対策を新たに設けるとともに、国

試対策委員会とチューターが連携し、学生の支援体制を強化した。次年度に向けて

は、これまでの実績を総括し、「より良い支援体制とは？」との観点から、支援体制

を見直すとともに、対策講座を全学生の学力伸長に資する機会としたい。 

2) 保健師国家試験対策講座、模擬試験 

保健師課程の学生 10 名には、上記対策に付加し、保健師国家試験対策講座および 

模試を実施する。 

 

(2) 学習支援対策 

看護学科において「生物学」は、解剖生理学・病理病態学・疾病治療論へと続く、

大切な基礎科目に位置づけられることから、令和元年度には平成 30年と同様にアウ

トソーシングを利用し、該当科目の補講を行なった。しかし、一部の学生の出席率

が悪く、出席率を高めるための対策を検討していきたい。 

なお、基礎学力の向上を図るために、令和 2 年度から推薦入試合格者に対し、ア

ウトソーイングを利用し、入学前教育を実施する。今後、入学前教育実施の効果に

ついて検証していきたい。 

 

(3) 就職支援体制の設計と支援 

    公立病院への就職試験対策として、「一般教養」を継続して実施していく。本件講
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座の実施に際しては、従来通りそのノウハウを有する就職課とも連携していく。 

また、従前より実習先病院を招き実施している就職合同説明会を開催し、就職支 

援の場として大いに活用したい。 

(4) チューター個別面談の実施 

5月の「保護者懇談会」開催時には、保護者の希望に基づき、チューターとの面 

談を実施する。特に学業成績が不振な学生の保護者には、懇談会への出席を促して 

学生への教育支援体制の一助とする。 

 

(5) 臨地実習の実施 

令和元年度には、2期生の領域実習、在宅看護学実習と統合実習が行われた。 

   2期生は、1期生と比べ、領域実習の再履修者が多く、多くの指導を要したが、4年

生時の実習ということもあり全体的に 3年次の時と比べて、成長の跡が見られ、そ

れなりの成果が得られていた。 

今後、国家試験勉強に向けた時間確保の観点からも、可能な限り 4年次の再実習

者を減らせるように、教育・指導を検討していきたい。 

また、近隣の看護大学が増え、実習病院の奪い合い、それに伴う実習病院からの

お断りが見られていることから、さらに実習先との信頼関係の醸成にも重きを置き、

臨地実習を行っていきたい。 

さらに、4年間の臨地実習での学習効果を評価し、基礎看護学実習から 3年次領域

実習へ、さらに 4年次の実習へと繋げていくための改善点を見出し、効果的な実習

のあり方について、検討し、実施していきたい。 

 

(6) 日本の文化、芸術、伝統芸能に対する理解を深める教育 

看護学科は本学の教育理念に基づき、学生が日本の文化に対する理解を深めるカ

リキュラム構成としている。学生は、歌舞伎や文楽などを鑑賞することにより、日

本の文化、伝統芸能に触れる機会を得ている。平成 31年度においても、引き続き芸

術鑑賞を実施し、「本物に触れる教育」の実践を継続する。 

 

(7) 学術活動 

1) 学術講演会 

学生の看護の心を育て、視野を広げるため、学術講演会を開催する。 

2) 教師力の向上 

     FD 活動の重要性が言われている。令和元年度の看護学科では学科内 FD 活動は、

1回実施したに過ぎず、参加者も少なかったことから、教師の教育力向上に向けた

内容に今後も力を注ぎたい。また次年度は若手の教員が増えることから教授力の

向上に努めたい。具体的には、実習指導の効果をあげるための検討会の開催を計

画していきたい。 

 

(8) 学生募集への取り組み 
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看護大学の増加に伴い、学生の奪い合いが起こってくると予想される。そこで、

国家試験合格率を鑑み、よりよい学生を確保するために、平和 3 年度からの入試の

あり方の見直しが必要になってくる。 

また、本学の魅力を内外にアピールし、学生の学習満足度が高まるように、それ

ぞれの教員が授業の工夫を試みる努力をすることで、大学の評価も高まり、受験者

増につながると考える。 

 

(9) 学習環境の整備 

今後の中長期計画が順調に進み、より視覚に訴えることが可能な環境を提供する

ことが可能になるように、学生の学べる・学びたい環境の提供に努めることに致し

たい。 

 

(10) 他大学との交流 

日本看護系協議会および日本私立看護系大学協会に入会し、会員校との情報交

換・親睦を図っている。看護教育の潮流、今後の課題などを意見交換する機会を持

ち、学生への教育に生かす。 

 

ⅳ 大阪青山大学短期大学部 

1調理製菓学科 

(1) 教育理念・目標の明確化 
学科カリキュラム理念として「調理・製菓の技と感性を磨き、即戦力となる「食」

のスペシャリストを育てるカリキュラム」を設定。 
 

(2) 学外研修・集中講義関係 
1) 2年次テーブルマナー研修 

調理コースは料亭での会食時における礼儀や作法を和食マナー講習の実践から

身につけ、食事を共にする相手へのおもてなしや配慮の心を養う 
製菓コースはホテルでのテーブルマナーとデザートに特化した研修を行う 

対 象 ：調理製菓学科 2年次 

実施日 ：2月 2日（火）（予定） 

場 所 ：京都ホテルオークラ別邸 京料理 粟田山荘（調理コース） 
     ：未定 (製菓コース） 

2) 国内１泊研修旅行の実施 
地域の風土や食文化に触れ体感することにより、知識と感性を身につけ、研修

を通じての学科内でのコミュニケーション能力とチームワークを養う 
対 象：調理製菓学科 2年次 

実施日：6月 5日（金）～6月 6日（土）（予定） 

場 所：未定 
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(3) 資格関係     
1) フードスペシャリスト認定試験 

食に関する幅広い知識を身につけ、食に関する他分野での活躍にいかすために

資格取得を目指す。合格率アップのための事前対策の実施。 
フードスペシャリストは受験のみ選択制をとり、合格率を上げると共に予算削減

につなげる。 
対 象：調理製菓学科 2年次 

実施日：12月 13 日（水）（予定） 

 
(4) カリキュラム 
1) 日本の伝統と文化の科目を重視（茶道、書道） 

専門職として習得し役に立つ科目、茶道、書道を重視する。また、学生にも資格

や将来に向けて役立つ授業を再認識させる。 
2) 卒業研究 

学科の集大成である卒業研究は、2年次の必修科目として実施する。食に関する

テーマに添って自発的・創造的に研究を進めることを目的とし、担当教員指導の

もと作品展示と卒業研究発表会を実施し、卒業研究制作物（卒業研究レシピ集）

を作成する。 

 
(5) 学生生活 
1) イベント活動による学生生活充実度の拡充（希望者対象） 

年間を通したイベントプロジェクト「OZ(オズ)」の実施。イベントを通じて学

生同士のコミュニケーションによる協調性、団結力を養う。 
教員と学生のコミュニケーションをはかり学生との相互の信頼関係を構築。 
本学での２年間の学生生活をより満足度の高いものとし、愛校心を抱き、卒業後

も信頼関係が継続的に保たれることを目的とする。 
① 餅つき(1月) 

② アウトドアクッキング（9月） 

③ スポーツフェスティバル(11月) 

    ※材料費等は実費徴収。 
2) 特別時間による学修フォローアップ 

① 基礎学力の定着化（学習支援室との連携） 
② 面談（学生動向、相談 他） 
③ 個人に合わせた目標設定とその見直し 
④ 指導（ノート作成・技術習得・卒業研究） 
⑤ 定期試験対策 
⑥ 各種資格試験対策 
⑦ 就職活動指導（進路支援課との連携） 
⑧ 学生生活における不安の早期発見とその解消 
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⑨ 計画的な履修指導と学生便覧の理解 
⑪ アンケート 

3) 技術習得不足の学生に対するフォローアップ 
卒業までの技術習得達成目標に及ばない可能性のある学生に対して実習場の空

いている時間帯や長期休業中を利用し、徹底指導するなどの方策を駆使し、学生

全員に技術習得をさせることを教員の使命と捉える。 
4) 就職支援 

進路支援センターと教員がさらなる協力体制を強化し、全員が就職できるよう

就職活動を支援する。月 1回、就職課と情報共有を行い支援する。 
 

(6) 退学者抑止策 
1) 情報の共有 

     出席回数・取得単位の不足・経済問題など担任及び学科全体、各担当部署と連

絡を密にとり情報を共有する事で問題のある学生を早期に発見し、早期に働きか

けることで退学、除籍防止につなげる。 
2) 欠席回数の把握 

各担当の先生で欠席連絡の有無が有り、担任が把握出来ない。 
     3回以上の欠席で有れば必ず連絡頂ける様に義務づける。 

3) 精神的な不安や障害など教員が精神面で追い詰めるような素人対応せずにカウ

ンセラー対応依頼。 

   4) 保護者との連携 

3回以上の欠席者に対する保護者への連絡 

成績不振や留年の可能性が有る学生の保護者への連絡や面談を行い早期対応す

る。 
5) 教員などに相談しやすい環境づくり（早期発見） 

 

(7) その他 
1) 保護者懇談会の実施 

教育後援会総会の実施に併せて保護者懇談会を実施する。学生の学修状況及び就

職説明会を懇談会で実施する。 

2) 調理・製菓コンテスト参加の啓蒙 
   各種コンテストへの参加を学生に促し、入賞を目指した取り組みからチャレンジ

精神の形成と創造性に富んだ思考を養わせることを図る。 
  空き時間を利用して技術指導を行う。入賞する事で本学のアピールポイントとする。 

3) 地域活動活性化 

地域活動支援室との協力体制を強化し、包括協定を締結している箕面市・池田

市・川西市を中心とした活動の活性化を図り、地域に根差した大学としての認知

度を上げることを目指す。 

4) 園児食育活動の推進 
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食育活動の一環として平野幼稚園年長児を対象とした「西洋料理マナー講習」

を実施。園児に料理を食べる際のルールを伝えることと共に活動に参加した学生

にとって食育教育の在り方についての一考察となることを期待する。 

5) 既卒者とのネットワーク形成 

SNSなどを通じて既卒者の現況を把握する。ネットワークを形成し、既卒者の支

援を行う。また、既卒者の活躍を外部発信することによりコースの活性化に繋げ

る。既卒者の情報をもとに在校生に対して安心して斡旋できる就職先のリスト作

成を行う。 

6) 既卒者へのフォローアップウィーク設定（ホームカミングデイ） 

既卒者が今更、現場で聞けない技術や知識またはそれぞれの職場での悩みに対し

てフォローアップを行う。随時対応は行うが既卒者ホームカミングウィークを設

定し、既卒者の迎え入れを行う。（7月 28日から 7月 30日予定） 

    卒業後の支援や情報交換・再就職支援なども行い情報を共有する。 

7) 調理・製菓公開授業（地域連携） 

 
2 調理コース 
(1) 調理技術クラス・カフェ調理クラス 

1) 調理技術クラス・カフェ調理クラスの明確化 

「調理技術クラス」 

技術習得の徹底はもとより、各食材の下処理から料理を仕上げるまでをこなす 

ことができ、豊富な調理知識を養った人材を育成する。 

「カフェ調理クラス」 

     基本的な調理法をしっかりと理解・習得したうえで、社会の食の流行を捉え、料

理のジャンルにとらわれることなく、バリエーション豊かな料理の創出ができる

人材を育成する。 

 

(2) 資格関係 

1) 大阪府ふぐ処理登録者講習 資格試験 

大阪府ふぐ処理登録証の資格取得を目指し、学内での事前講習の徹底。調コー

ス設立以来の合格率 100％を維持する。 

対 象：調理製菓学科 調理コース ２年次 

実施日：11月 12 日（木）（予定） 

2) 技術考査資格試験 

6 年以上の実務経験を得たうえで専門調理師を目指す際に筆記試験免除となる

ための資格取得のために試験対策を実施し、100％の合格率を目指す。 

対 象：調理製菓学科 調理コース 2年次 

      実施日：1月中旬（全国一斉） 

 

(4) 学生生活 
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1) 在学生保護者のレストラン解放 

保護者へのレストラン予約受付を告知し、ランチを体験していただくことによ

り、学生が実習に対して真剣に取り組む姿勢と成長していく姿を実感してもらう。

また、保護者が試食に来ることにより学生が料理に想いを込めて作りあげる気持

ちを学ぶ。教員と保護者とのコミュニケーションの場とする。 

2) 在学生保護者レストランご招待（兼保護者会） 

保護者への感謝の気持ちを込めて、レストラン最終営業日（自作メニュー）に

招待状を送り、参加いただき 2 年間の学びの成果と成長をお披露目する。また、

進路決定後の相談や卒業後も学校が全面的にバックアップすることをお話しする

保護者会を兼ねたイベントとする 

 
3 製菓コース 

(1) 資格関係 

1) 製菓衛生師国家試験受験 

在学中に製菓衛生師免許の取得を支援する。 

・製菓衛生師国家試験対策の実施 

製菓コース 2 年次全員が、在学中に製菓衛生師免許の取得を目指し、国家試験

対策を各科目について実施する。国家試験対策としては講義と模擬試験を実施し、

受験者全員の合格を目指す。また、三重県での試験に不合格となった学生には、

再度他府県で受験が出来るよう支援をする。 

受験者：2年次全員（製菓衛生師養成課程履修した者） 

実施日：令和二年 11 月～12月頃 

場 所：三重県 

 

(2) 大量調理と販売 

製菓、製パンの基礎知識を生かした専門的な実習として、2年次から学内販売と大

量調理を実施する。グループに分かれて学内で試作研究し大量販売を行う。内容は

メニューの考案から大量調理の仕込み、そして、原価計算、ラッピング、販売サー

ビスまでを実際の店舗販売のように模擬授業を行う。 

① パン、焼き菓子の販売 

実施日：前期 

場 所：製菓実習前 

実施回数：3回予定 

② 洋菓子の販売 

実施日：後期 

場 所：青山レストラン 

実施回数：3回予定 
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ⅴ 共通教育センター 

(1) 令和２年度事業の基本方針  
本センター設置の趣旨「全学的な教育施策の企画立案ならびにカリキュラム開発

などを担当する」に基づき、本学ならではの教養教育をさらに充実させるための検

討を行うが、リメディアル教育・初年次教育の充実については、各学科による検討

を踏まえながらそれぞれとの連絡調整をいっそう図り、学科の意向に応える方向で

の検討をすすめる。 
 

(2) 施策  
1）教養教育の内容の充実 

 日本の文化と歴史に関する科目の全学的実施の状況を昨年度に引き続き検証

作業を行う。 
 教養教育の各分野（人文・社会・自然科学、芸術、体育、情報リテラシーな

ど）における科目の追加設置や講座プログラムなどの開発研究をすすめ、一

方ではキャリア形成に資するインターンシップやサービスラーニングプログ

ラムについても、学科横断的・全学的教育の観点から検討する。 
2）汎用的技能開発の教育に関する調査研究． 

各専門分野の学びの深化に資する基礎リテラシー（言語、数理）技能を高める

ための教育プログラムについて研究する。 

3）その他全学的に共通する教育に関すること  

ラーニングコモンズ等の学修環境充実に向けた教室整備については、引き続き

学習支援室などとの情報交換を行いながら検討し、実行のための諸条件整備をす

すめる。また、教養教育について先進的成果をあげている他大学から関係教員な

どの講師を招いて全学的な研修会を行い、全学的な理解を深めるための一策を講

じる。 

 

(3) 評価  

上記1)～3)の各項目について、令和3年3月期に自己評価し、結果を文書にて報告

する。  
 

ⅵ 情報教育センター 

(1) 教育･研究支援の充実と学園内情報システムの維持･管理 
教育研究基盤としての情報システムの安定的運用のため、大学・短期大学新入生

など新規ユーザに対するユーザ登録および既存ユーザの管理、「利用の手引」の作成

及び配布、システム定常動作の維持、ウィルス対策・迷惑メール対策など日常の業

務を着実に行う。さらに演習室･研究室を含めた学園内の情報システムを安全かつ快

適に利用できるように維持･管理する。本学園の実践的情報教育と研究活動を継続的

に支援し、さらに充実させる。なお、「利用の手引」の残部がほとんどないため、配

布用に第 7版を増刷する。 
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(2) クラウド化への対応 

クラウドシステム Office365 へ移行したメールシステムの稼働状況を見つつ、ユ

ーザの利便性向上のため、今後のクラウドシステムの利活用について検討・実施す

る。今年度は、仮想基盤システムの軽量化を目指して、一部機能のクラウド移転を

検討するほか、メールシステムを中心とした Office365 の活用範囲の拡大を検討す

る。 

 
(3) ソフトウェアの整備  

教育研究上必要なソフトウェアを整備・維持・管理する。Microsoft Office およ

び統計処理ソフトウェア SPSSのバージョンアップと利用の拡大に取り組む。 

 

(4) パフォーマンスとセキュリティの向上 

システムの安定性・安全性確保のためにネットワークセキュリティシステムを調

整しつつパフォーマンスの向上を図り、あわせて情報システム全体のセキュリティ

向上を図る。本年度も、eduroamの利用の拡大に対応して、無線 LAN環境の改善をは

かる。 

 

(5) 環境問題への取り組み 

環境保護のため、プリンターの廃インクパッケージの回収・再利用に、引き続き

積極的に取り組む。 

 

(6) 新世代仮想基盤およびネットワークシステムの整備 

現在の仮想基盤システムおよびネットワークシステムはすでに更新時期を過ぎて

おり、安全かつ安定的な運用のための保守の限界が近づいている。そこで、夏季休

業中を目途にこれらの更改を行う。また、インターネットアクセス回線の見直しを

検討する。 
 

ⅶ 図書館（3号館図書室・4号館メディアセンター） 

(1) 利用サービスの充実 

  1）学生選書ツアー 

資料選定へ学生を参加させる計画を平成 30年度に立て、希望する学生を引率し

て書店に出向き学生の読みたい本を選書し購入するとともに、学生により良い図

書館の環境を守る、という当事者意識を持たせることで図書館を身近なものと感

じてもらえるよう、選書ツアーを平成 31年度(令和元年度)に実施した。昨年度初

開催となった選書ツアーは学生との対話を通じて各学科の図書館利用のニーズ等

を図書館職員が把握する良い機会となった。令和 2年度は、開催について各学科

の意見を取り入れる等、より充実した計画で実施する。 

2）ガイダンス 
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図書館の利用方法、オンライン目録（OPAC）の使い方、論文検索の方法などの

説明会を開催することで、利用者がスムーズに図書館機能を使いこなせるように

する。平成 28年度以降は新入生に対し、学生参加型のガイダンスを行い好評を得

ている。さらに告知等に工夫を凝らし、図書館利用について周知する。 

  3）図書館だよりの発行  

平成 24 年度より月 1回発行しており、学内の図書館ホームページでも創刊号か

ら最新号まで見られるようにしている。本誌に対する問い合わせもあることから、

今後も内容に多様性を持たせ、さらに利便性の高い誌面づくりに努める。 

  4）学内ホームページ 

     平成 28年 2月から新たに公開しているホームページを、より一層充実した 

内容にしていく。今後も継続的にホームページを更新し、最新情報の発信や資料

検索に役立つコンテンツの作成・改善を積極的に行い、利便性の向上に努める。 

5）学術機関リポジトリの公開 

      研究成果の蓄積・発信は、社会貢献が求められる大学の責務である。学術機関

リポジトリにおいて、当学では大学紀要および看護学ジャーナルを最新巻まで公

開しており、昨年度は短期大学部の紀要もオンラインにて公開した。 

     今年度も引き続き公開する。 

   6）学科、他部署との連携 

     各学科の資料の選定・購入を図書館が行っているので、引き続き学科と連携し、

充実させていく。 

また、就職・進学するにあたっての予備知識、社会の一般常識、マナーの構築

等に役立つ資料を充実させ利用の向上に繋げる。 

 

(2) 資料の管理 

1）蔵書の構築 

図書館では、貸出・閲覧ランキング、レファレンス記録などを参考にしながら

必要な資料を把握し、図書委員会において適宜選書、購入している。また、学生

の学習に適した図書を充実させるため、学生自らによる購入のリクエストおよび

教員・学科のリクエストも随時受け付けている。 

     今後も教育・研究活動支援のため資料を選定し、蔵書を構築していく。 

2）蔵書点検及び整備 

定期的に行っている蔵書点検を今後も継続する。平成 27年度に教職員への貸出

資料の所在調査を実施した。これを踏まえて平成 28年度より貸出期限を 1年に設

定した。令和 2年度も蔵書点検を徹底し、資産管理に努める。 

3）紀要の整理 

     ネット上で閲覧可能かどうかを随時調査し、閲覧可能なものについては冊子体

受入辞退の連絡を行い、配架スペースの確保に努める。 

 

(3) 施設・設備の管理 
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1）Windows10への移行に伴う図書館システム『情報館』の再セットアップ 

    2020 年 1月に Windows7サポートが終了するため、個人情報保護の観点から

Windows10への移行が必要不可欠である。それに伴い、図書館システム『情報館』

の再セットアップを情報教育センターと連携して行う。 

  2）ＡＶ機器の入れ替え 

メディアセンターのＡＶブースに設置されているＡＶ機器４台は、購入より相

当年数経過しており、画質の劣化や音響の不具合が生じてきたため、入れ替えが

必要となった。 

学習・研究の向上には、時代のニーズに応じた機器の設置は不可欠であり、昨

年度は補正予算にてブルーレイ対応機器１台を導入した。今後も、不具合のある

機器の入れ替えを順次行う。 

なお、このブースは少人数のグループ視聴ができ、授業利用等も可能なことを

周知していきたい。 

 

ⅷ 北摂体育館 

体育館では体育授業等の学生利用を基本としながら、地域住民等を対象としてフィ

ットネス事業やテニス事業、アリーナ等体育館施設の一般開放を実施している。また、

北摂キャンパス敷地内の維持管理については、平成 29年度途中から業者委託している。 

本年度も本学体育教育・研究、課外活動や社会貢献として実施する地域への施設開

放事業の充実を図るため、引き続き次の取り組みを行う。 

 

(1) フィットネスジムの活用等 

1）ダイエット、健康維持・増進、体力強化、リフレッシュなど、利用者のニーズに

配慮したサポートを実施する。 

2）サービスプログラムとして、エアロビクスダンスを週 2回実施する。 

3）地域住民の利用者の 7割が 65歳以上の高齢会員であるため、安全に留意した運

動プログラムを実施する。 

4）利用者に快適で安全なスポーツ施設を提供するため、施設の日常点検、専門点検

だけでなく、運動器具の計画的な修繕及び入替を行う。 

 

(2) 体育館施設の利用促進（アリーナ・講義室・和室） 

1）クラブ活動など学生優先の受け入れを計画的に行う。 

2）学内外の各種サークルへの多種多様な利用の促進に努め、利用率を高める。 

3）サークル活動、会議などの場として積極的な一般開放を行う。 

 

(3) テニスコートの開放 

1） 快適にコートが利用できるよう、設備の管理と整備の充実に努める。 

2）地域住民の利用者の多くが 65歳以上であることに配慮して、安全に留意した運

営に努める。 
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3）利用者ニーズに配慮して、GW、夏季休業、年末年始の長期休業期間のうち数日、

地域住民への特別開放日を設ける。 

4) 週 2回テニススクールを実施する。 

5）隣接する大和自治会へのコート開放を実施する。 

 

(4) 環境整備 

1）施設全体に経年劣化が見られるため、緊急性の高い施設や設備の修理を行うとと

もに、引き続き日常的な巡回及び点検により、計画的な施設の維持管理に努める。 

2）敷地内の樹木剪定及び除草等の庭園管理について、委託業者による適正な管理を

実施する。 

3）施設内外の巡回を行い、北摂キャンパス全体の美観を意識した環境整備を実施す 

る。 

4）猪名川校地についても除草管理を実施する。 

 

(5) 地域連携 

1) 能勢電ハイキングなど地域イベントに北摂キャンパス敷地内を開放する。 

 

ⅸ 大阪青山歴史文学博物館 

(1) 社会教育・生涯学習関連講座の実施 

地域連携課および地域の公民館や文化施設等と協力し、講座や展示解説を行い文

学や歴史、日本文化に対する興味関心を高め、地域住民の教養の場となるよう努め

る。 

 

(2) 地域諸団体との連携  

能勢電鉄が主催する「のせでんハイク」をはじめ、近隣団体のイベントに協力し、

博物館の施設利用や見学等に対応する。これにより、大学および博物館の知名度を

上げることを目指す。 

    
(3) 学科との連携 

本学１年次生の必修科目に「伝統文化に学ぶ」等の教養科目があり、授業の一環

としての博物館見学を受け入れる。前期と後期にそれぞれ 1回ずつ（2コマ分）実施

する。 

 

(4) 資料の貸出および閲覧 

1）写真の貸出 

出版社や研究者等から貸借申請があった際は、出版物等へ掲載するための資料

写真の貸出を行う。 

2）資料の貸出 

他館から展覧会への出品申請があった際は、当館所蔵資料の貸出を行う。 
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  上記「写真の貸出」と共に、大学および博物館の認知度を上げることに繋げる。 

3）資料の閲覧 

研究者から閲覧申請があった際は、当該資料の保存状態及び当館の受け入れ体

勢を最優先に、可能な限り対応する。 

 
ⅹ 自己点検評価委員会 

(1) 大学自己点検評価委員会 

平成 29 年度に受審した日本高等教育評価機構の評価結果を踏まえ、自己点検評価

体制の一層の整備、システム化をはかる。また、第三サイクル受審をにらみ評価体

制を確立する。 

1）「内部質保証」体制の確立 

委員会を定例開催し、第三サイクルにおいて評価の中心要素となる「内部質保

証」体制の確立をはかる。 

2）研究会等への参加 

前年度の反省を踏まえ、「日本高等教育評価機構」主催の研究会等へ委員を積極

的に参加させ、研修の成果を委員会内で共有し、自己点検・評価について論議を

深めていく。 

3）事業報告との連動による総括 

事業報告を集積し、対応する評価項目（日本高等教育評価機構第三サイクル版）

ごとにまとめたレポートを作成することによって自己点検評価活動のルーティー

ン化をはかる。 

4）大学ポートレートへの対応 

大学ポートレートの公表体制を整備し、情報内容を精査して、タイムラグのな

い情報開示に努める。 

 

(2) 短期大学部自己評価委員会 

令和 2年度末をもって短期大学は廃止予定となることから、大学との一体的評価

活動により委員会の定例開催、研究会等への参加、事業報告との連動総括、大学ポ

ートレートへの対応等それぞれの活動を大学のそれとリンクさせる。 

 

ⅺ ＦＤ推進委員会 

(1)  授業アンケートの実施および評価 

1）教員及び学生への啓発活動を通じて回収率の確保に努める。 

2）アンケートの結果をもとに各教員に授業改善を促す。 

3）授業アンケートならびにアンケート結果への対応を公開する。 

4）授業評価結果の分析したうえで、学外者や学生の代表者から授業改善への意見を

聴取する。 

5）Ａポータルでの授業アンケート実施の可能性を検討する。 
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(2) FD 研修会の実施 

1）他大学における先進事例の紹介をする。 

2）研究機関又は学外者による自己啓発をする。 

3）「大学教育の質保証」に係る FD研修会を 2回以上実施する。 

4）FD 研修会に参加できなかった者に対するビデオ録画の視聴の機会を設け、全教員

の参加を促す。 

 

(3) シラバス及び授業内容の充実 

 1) シラバス（Plan）、授業（Do）、評価（See）、授業改善（Check）が、一連のもの 

として有機的に連携するよう改善方策について総合的に取り組む。 

2) 教務委員会と連携し、シラバス作成要領およびシラバス記載内容の適切性に係る

チェック体制等について全教員を対象に説明会を開催する。 

 

(4) 授業公開 

1) 令和 2年度も引き続き全学的な取り組みとして行い、授業改善、教員の資質向上 

を図る。 

 

(5) ティーチング・ポートフォリオの作成 

1) 令和 2年度から全学部でティーチング・ポートフォリオを導入する。 

2) 研修会の開催及び評価についての講演会を実施する（令和元年度実施延期分を含

む）。 

 

(6) 外部情報の収集および活用 

1) 各委員が、外部研修会等に参加することにより関係情報を収集するとともに、各 

委員の資質向上に繋げる。 

2) 委員会としての FD関係情報の蓄積に努める。 

  

ⅻ ＳＤ推進委員会 

   本学の建学の理念・目的および基本方針を理解するとともに教育、管理、運営の業

務 遂行に必要な知識・技能を修得し、職員としての能力の向上を目指して、職員研

修を実施する。 

(1) 学内研修制度の体系的実施 

1) 職員を業務遂行能力別あるいは年代別に分け、ふさわしいテーマと方法で育成を

行う。新任研修から若手職員研修、中堅職員研修、管理職研修さらには全職員共

通テーマによる全体研修を行う。 

2) それらを補完する特定の業務テーマに即した部門別研修などスキルアップ研修、

自己啓発への支援を行う。具体的には業務の改善に資するよう、各部署内でそれ

ぞれテーマを設定し、輪番により若手・中堅職員が講師を務める方法で研修を行

う。（部署横断的及び全学共通のテーマを取り上げる際には、他部署や各学科との
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合同開として実施する。） 

 

(2) 外部セミナー等への派遣 

1) 内部での育成に加えて、外部研修や各種のセミナーへの派遣も拡大する。私大協、

私短協をはじめ大学関連の民間研修機関が主催するセミナー、大学行政管理学会

が主催する研究会やセミナーなどへの参加を促進する。 

   2) 学内研修や外部セミナーを活用し、研修報告の形で学んだことを学内で発表の機

会を作って普及を図り、より身についたものとするための取り組みを行う。 

 

(3) 教員との協働推進 

   1) 職員と教員が政策について活発に議論するなど協働体制の必要性から、ＦＤ委員

会に合同委員会の開催を働きかけるとともに、教職員共通テーマの研修会等を企

画する。 

 

ⅹⅲ リテラシーサポートセンター 

(1) リテラシーサポート体制のさらなる充実 
リテラシーサポートセンターはスタッフの常駐する安心できる学びの空間の創出

を基盤に展開している。すべての学科の学生および教職員の交流の場であり、さま

ざまな学びの連鎖が起きている。具体的には学習の悩み相談、アカデミックスキル

ズの向上、教養ミニ講座における学生、教職員、卒業生相互の交流の推進など、大

学におけるリテラシーサポートセンターの役割は重要である。 
現在、学生に常時対応できるスタッフ体制（各学科の専任教員、専門支援アドバ

イザー、事務担当、学生アシスタント【SA】)が整えられた。さらに年々増えつつあ

る基礎学力向上支援を必要とする学生のために、学科との連携をより一層深め、各

学科を代表して参加する運営委員の配置は引き続き重要となる。個別の学習支援か

ら複数の学習支援へ広げるには、専門支援アドバイザーや運営委員の増員が必要で

ある。そして、何よりも什器の新調といった室環境の整備をし、学生のニーズに合

った学習の場がいつでも提供できるようにしなければならない。 
 

(2) 実施プログラムの充実と拡大 
1) 初年次教育の実践サポート・リテラシーセンターとしての機能強化 

学科と連携し、初年次科目のサポートを可能な限り行う。 
     運営委員が各学科とのパイプ役になって講義の中で明らかになった基礎学力不

足の学生の支援を行えるようにする。 
2) 学生の教養の幅を広げるプログラムの充実 

リテラシーセンター運営委員、学生アシスタント、在学生および卒業生を講師

として招くプログラムを計画・実施する。 
     学生アシスタント（SA）の育成のためにＳＡ自らが学びの楽しさを体感し、そ

の活動を通じて自律的な学習者に育てる。曜日ごとにいずれかの学科の SA が在室
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し、後輩の学習相談にのれる環境を整える一方で、学科のニーズに合った講座(青
山コミュニティ)を通して、後輩との学びの連鎖を起こすことを目指す。 

3) 大阪青山学びプロジェクト 

短期大学部の学生募集停止に伴い、卒業生が大阪青山に戻り、社会での学び得

たことを在学生に還元するプロジェクトを企画した。これにより大阪青山での学

びを介した在学生・卒業生・教職員コミュニケーションの場を作ることができる。

すでに、専門的職業人として活躍する卒業生は、在学生に対する教育資源（学生

の将来展望を開くといったキャリア形成支援）と捉えることができる。さらに講

座や講演会に地域住人が参加することで、地域貢献として捉えることもできる。

いずれにしても教職員の立場からは教育効果が見込まれる。その他、在学生が企

画に携わることで、自主性の育ちが期待できる。 
     2020 年度前期において、毎年行っている卒業生を招いての教養ミニ講座“青山

コミュニティ”をテーマ別（保育、教育、食、看護など）に開催することでプロ

ジェクト講座と位置付ける。そして、9月前後の時期に、学生プロジェクトスタッ

フの企画によるイベント（複数の卒業生による体験談をもとにしたコミュニケー

ション交流）を行う。 
4) 知らず知らずのうちに基礎学力の形成を図れるように日常活動を行う。 

例えば、新聞コラムの視写、講義ノートや書評一冊の本の帯づくりなどのコン

クールなどを開催し、楽しい活動を通して学ぶ面白さを体感できるようにする。 

5) 基礎学力形成やアカデミックスキルズの形成に係る文献・資料の収集の継続 

     学生の自主学習会に資する資料等も閲覧できるようにする。 

6) 先進地視察等による最新のリテラシーサポートの情報の提供 

 
(3) 学習支援に関する周知・啓発活動の継続 

1) 入学時、リテラシーサポートセンター企画のオリエンテーションで周知をする。

（入学式で保護者向けプリントを配布。1年次向けおよび学外機関向けリーフレッ

トやプリントの配布） 
2) 運営委員および担任（チューター）から講座やスタッフについて紹介をする。（特

別時間や授業での紹介） 

3) 本学 Web ページのリテラシーサポートセンターのコーナーを定期的に更新する。 

4) 教職員向け学内掲示物 

 

(4) 学生アシスタント（ＳＡ）による学習グループの育成支援 

1) 学生アシスタントによる勉強会の開催とその支援をする。 

近年、各学科より一定数の学生アシスタントの応募がある。スタッフ運営委員は

活動の活発化と学生アシスタントの一層の成長を目指し、グループ学習や自主的

な学びを自分たちで計画して行い学習支援リーダーとして養成する。 

2) 1)の学習活動を通じて学修の楽しさを実感し、ＳＡのまわりの輪を広げ参加層の

拡大を目指す。 
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3) リテラシーサポートセンターの学習環境の整備 

・ センターの学習環境はその日を担当するＳＡが主体になって考え、スタッフは

サポートする。 
・ 人が集まりやすい空間にするための工夫に重点を置き、飲食可能な場として整

備する。 
 

ⅹⅳ 事務部門等 

1 総務部 

経営基盤の改善・強化に向けて、これを支える効果的な組織基盤、制度基盤、財

政基盤の構築に努める。このため、部内の事務分掌の整理と構成員の適正な配置を

図る。安全で魅力あり爽やかな教育・研究環境の充実に向けての整備に努める。こ

のため、日々、施設・設備の状況把握に努める。 

(1) 大学ガバナンス改革の推進 

学長のリーダーシップの支援体制の強化を図るため、引き続き諸制度や関係規程

を見直し、理事会等に提案を行う。 

 

(2) 大学自己点検評価委員会及び短期大学部自己評価委員会の支援 

大学自己点検評価委員会による平成 29年度の機関別認証評価結果への課題解決継 

続対応をサポートする。 

 また、「私立大学等改革総合支援事業」をはじめとする大学改革の取組みを通じ、

教育の質的転換に関する課題解決に必要な支援を行う。 

平成 28年度に受審した短期大学基準協会の第三者評価での財的資源に係る改善指

摘については、経営改善計画の着実な実施により令和 2年 3月に評価基準に満たし

ているとの通知があったが、引き続き経営改善の取組みをサポートする。 

 

(3) 同窓会活性化の支援 

大阪青山大学と大阪青山大学短期大学部の同窓会を統合した「靑櫻会」が平成 30

年 4月に発足したことに伴い、必要に応じたフォロー活動を引き続き実施する。 

 

(4) 経費の削減 

各種経費の節減は改革課題の一つであり、引き続き業務の見直しや合理化を進め

る。また、業務目的に沿って効率・効果的な経費執行を行うため、業務別予算制度

を確立するとともに、予算策定方法並び予算管理方法については、システム化を含

め更なる改善を目指す。 

 

(5) 資産管理の充実 

資産管理のシステムを活用し、夏季休業等を利用して備品、図書等の棚卸しを行

い、資産把握の方法を充実させ適正な資産管理に努める。また、博物館所有の美術

品や稀覯書計画的処分を行う。 
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なお、北摂キャンパス売却方針の見直しに伴い、北摂キャンパスの存続と活性化

計画の検討を行い、併せて適正な資産管理を行う。 

 
2 教務部 

(1) カリキュラムの改善 

健康栄養学科及び子ども教育学科の教員養成再課程認定による新カリキュラムの

導入、看護学科においても教育課程の改編を行い、平成 31年度より新課程が導入さ

れているが、平成 30年度以前入学生について、再履修等で不利益が生じないよう十

二分に配慮を行うこととする。 

 
(2) 授業の改善 

学生が授業内容や科目担当者に対する要望事項は、授業アンケート結果のみに拘

ることなく、適宜教務課窓口で受け付け、科目担当者にフィードバックするととも

に、学部長・副学長・学長へ報告を行い、科目担当の見直しや適正配置に努めてい

るところである。 
    このように学生一人一人の声を大切にする姿勢を堅持し、次年度においても授業

の改善に努めたい。 
 

(3) 学習成果の把握 
  FD 推進委員会と連携を図り、ティーチングポートフォリオの導入を行う。授業ア

ンケート、小テスト、定期試験の結果等を各教員が分析し、教育の成果と今後の目

標・改善を検討することにより、教育効果の説明責任、教育の質向上を目的として

おり、十分な成果が出るよう努めたい。 
 

(4) 学習環境の整備 
アクティブラーニングに耐えうる教室を設けることについてはラーニング・コモ

ンズも含めて、行えていない現状に変わりはないが、「授業の視覚化」「授業の情報

化」に向けての環境整備の一環として、電子黒板の追加導入と、4教室分のプロジェ

クターをレーザー仕様の物に変更することは行えた。 

教育環境の整備に終わりはないことから、年度ごとに優先度を勘案しながら、改

善に取り組みたい。 
 

(5) 短期大学部調理製菓学科廃止に向けての対応 
    上述のとおり令和 2 年度末に在学生全員を卒業させるために、未取得科目の確認

と出席状況を学科教員と連携しながら把握し、最善の方法で卒業単位を取得できる

よう取り組む。 
 

3 保育・教職支援室 

平成 30 年 4月に開室した教職支援室について周知し、実習・就職の情報の拠点とし
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て、学生の実習・就職支援をより充実させる。 

1）保育・教職支援室の職務 

① 私立の保育所・幼稚園・施設関係への就職希望の学生に対して、学生一人ひと

りの個性や能力、ニーズに応じたよりよい就職活動ができるよう、子ども教育

学科と連携を図りながら就職支援を行う。 

② 公立の保育所・幼稚園・小学校・施設関係への就職希望の学生に対して、子ど

も教育学科や健康栄養学科と連携をとりながら、採用試験合格に向けての支援

を行う。 

③ 将来の進路や就職を見据え、保育所・幼稚園・小学校・施設での保育実習・教

育実習などの実習の一層の充実を図る。 

④ 子育て支援室の充実に向け、参加者のニーズに応じた支援・補助に努める。 

2）職務達成のための取り組み             

① 就職先の確保・情報提供 

私立の保育所・幼稚園・施設関係について、平成３１年度就職先や新規開拓

先も含めて求人票の依頼をする。返送された求人票や別途独自に送付されてき

た求人票はファイルに整理するとともに学生が見やすいように掲示するなど、

教員との連携を図りながら学生に多くの求人先を提供できるようにする。 

      また、公立の保育士や教員などを志望する学生については、都道府県・政令

指定都市・市町村の採用試験受験案内の収集・整理を進め、保育・教職支援室

にも掲示するなどタイムリーな情報提供に努めるとともに、採用試験受験にむ

けて学生のニーズに合った具体的な相談・指導を行う。 

② 就職関連事務 

各求人先との連絡調整、学生への情報提供・アドバイスに努めるとともに、「保

育・教育者を目指して」(仮称)の冊子作成を行う。また、保育士資格や教員免

許の取得申請事務を行う。 

③ 採用試験対策に関わる支援 

公立の保育士や幼稚園教諭、小学校教諭、施設職員になるためには、各自治

体が実施する採用試験に合格する必要がある。それに向け個々のニーズを把握

し、教員が中心となって次のような試験対策を実施している。それに伴い、対

策講座の日程調整や受講事務等の補助・サポートに当たる。 

・採用試験に関する相談・指導 

・教職教養、一般教養、専門科目、一般知能などの筆記試験の指導、エントリ

ーシートの記入指導、論作文の書き方指導、面接・場面指導、模擬授業・保

育の指導等 

・小学校教員採用試験における大学推薦に関する指導 

・保育所、幼稚園、小学校などでのボランティア活動に関する紹介・指導 

     ・各教育委員会主催の「教師養成塾」の案内・受験に関する指導 

     ・講師登録に関する指導 

④ 保育実習・教育実習などの実習支援 
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子ども教育学科では 2年次から 4年次前期にかけて、保育実習（施設実習）・

幼稚園実習・小学校実習（介護等体験実習）を 9 回実施している。それらの実

習が円滑に実施できるよう、実習委員会に出席するなど実習担当教員との連携

を図り、次のような実習支援を行う。 

     ・実習先オリエンテーションの指導及び日程確認 

・実習先との連絡調整・書類準備 

・次年度の実習依頼 

・実習日誌や実習資料の印刷・配付 

・実習後の日誌等の書類確認 

・関係業者との打ち合わせ等 

・「合同実習委員会」「教育実習連絡協議会」の事務 

⑤ 子育て支援室の補助 

原則水曜日を除く午前中、研究や学修の向上にむけ、子育て支援室に来室す

る保護者と幼児の補助・支援に当たり、地域に開かれた大学としての評価も高

めるよう努める。 

⑥ 図書等の蔵書管理・貸出業務 

保育・教職支援室に、公立の採用試験対策の参考書や問題集などを整備し、

学生の自主的な学修場所として提供している。それらの図書の貸出業務や蔵書

の管理を行う。また、4号館 610教室を学生の採用試験にむけての自習室として

開放し、その管理も行う。 

3）今後の課題 

① インターンシップ制度とボランティア制度の導入について 

学生の進路意識を高め、進路決定の一助とするためにも、保育所・幼稚園・

小学校などでのインターンシップ制度やボランティア制度を活用し、学生への

周知を図るとともに、その単位認定も視野に入れながら関係学科や部署との協

議の検討を継続する。 

    ② 情報提供の早期化に向けて 

3コース制になり、2年次で進路選択を明確にするようになる。その選択にむ

けての情報提供などを行うためには、2年次前期からの関わりが重要となる。 

③ 保育・教職支援室の体制整備について 

現在、保育・教職支援室のスタッフは、子ども教育学科の事務も兼任してい

る。子ども教育学科の事務については、実習・就職・子育て支援室サポートな

ど多岐にわたる。一方、保育・教職支援室の業務としては、就職支援、免許状

更新講習の申込、実施期間内の進行、事後の事務があり、年 2 回開講に伴う事

務処理の増加もある。その中で子ども教育学科事務としての業務に専念できる

よう体制及び業務内容の検討をする必要がある。 

 

4  高大連携室 

(1) 中期 5 ケ年計画進捗報告での今後の課題 
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いうまでもなく高大連携並びに高大接続は極めて重要である。特に出張 

講義等で、本学の教育内容や特色を高校生と高校教員に直接発信できるとい

う利点は大きい。 

今後はこの利点を更に活かすべく、以下の3点を課題として挙げる。 

① 学内において高大連携室が組織的に機能できる仕組み作りをする。 

② 高大連携を全学で取り組むという学内コンセンサスを確立する。 

③ マイナスシーリングに合わせた事業の拡充を行う。 

令和2年度は、上記の3つの項目については、特に①が改善できていない。 

 

(2) 本年度の成果と課題の改善に向けて 

本学は、主に近隣の6高校と「教育交流に関する協定」を締結している

が、本年度高大連携室が管轄した出張授業はなかった。高大連携室が管轄

した聴講生の受け入れ、そして教職員相互の交流もできなかった。 

平成29年度当初に大阪能勢高校から、能勢高等学校のカリキュラムに位

置付いた連携の希望があり、何度かの話し合いの結果、令和元年度は、能

勢高等学校の保育系の体験授業を子ども教育学科で実施することになった。 

① 各学科の求める学生像をもとに、連携校を中心に学科毎に継続的な体 

験学習を実施できるかどうかを探る。また、入学希望者の継続的な体験

学習が可能かどうか関係部署と検討する。継続して出張授業等の教育連

携プログラムを実施する。 

② 大阪府立能勢高校との子ども教育学科を中心に高大連携授業の更なる充

実に向け実施していく。更に各学科のカリキュラム等の位置づけを関係部

署と検討していく。 

これらの連携事業を引き続き推進し、大阪府立能勢高校との連携を進め、 

また本学の存在感を示すことによって、受験生開拓をはじめとした広報効 

果も高める。 

 

(3) 令和2年度の事業計画 

令和2年度は、次の2点の実現に向けて計画していく。 

① 各学科の求める学生像をもとに、連携校を中心に学科毎に継続的な体験

学習を実施できるかどうかを各学科に提案し探る。また、入学希望者の

継続的な体験学習が可能かどうか関係部署と検討する。継続して出張授

業等の教育連携プログラムを実施する。 

② 大阪府立能勢高校との高大連携の授業の更なる充実に向け、子ども教 

育学科を中心にしながら他学科のカリキュラムへの位置づけを関係部署

と検討しながら、実施していく。 

 

5 学生支援センター 

(1) 学生課 
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1) 学生指導・厚生、行事 
学生の願いや実態を的確に把握するとともに、課題に丁寧且つ迅速に対応し、

学生サービスに努めることで、学生の満足度向上を図る。 
   ア 通学バス 

     新たに 45 人乗りの中型バスを導入し、従来の小型バスと効率良く併用運行する

ことで輸送力のアップを図り、待ち時間の短縮や積み残しの抑制に繋げる。 

また、効率良くバスを運行させるため、授業や行事予定を勘案することや、適

宜乗車人数調査を実施し、運行ダイヤの組み換えや便の増減等を図る。 

イ 駐車場管理 

     契約した学生に駐輪位置番号を記載した「駐車許可証」を発行し、交通安全や

マナーの管理をする。 

ウ 課外活動（自治会、クラブ・サークル）の支援   

 <自治会（学青会）活動の支援> 

    ・4月にクラス代表（クラス委員・学青会委員）を選出する。 

・5月に学青会総会を開催し、事業計画と予算を決定する。 

・10月に大学祭を開催する。 

・12月に総務役員を改選し、3月末までに引継ぎを行う。 

    <クラブ・サークル活動の支援> 

・4月にクラブ・サークル部長を選出する。 

    ・クラブ・サークル部長会を年 10回程度開催し、サークル活動や部費等について

話し合い、サークル活動の活性化と内容の充実を促す。 

 ・クラブ・サークル活動の活性化を図るため、リズム室、北摂学舎、公共施設等

の使用の便宜を図る。 

    <指定強化クラブ（女子ソフトボール部）の支援> 

本学の掲げる教育理念を礎とし、ソフトボールを通じて社会に役立つ人間の育

成を目指すソフトボール部の活動を支援する。 

    ・ソフトボールのみならず広く社会に目を向け、箕面市学生消防隊｢MATOY｣をはじ

め地域活動、ボランティア等社会活動にも積極的に取り組む。 

    ・日常の学生生活を大切にし、感謝することを忘れずに“文武両道”を目指す。 

・海外にも目を向け、引き続き韓国との交流を進め、外国人学生との交流を通し

て、多様な人物とのコミュニケーション能力向上に役立てる。 

 [ 年間計画 ] 

4月 第 52 回春季関西学生ソフトボールリーグ戦 

     （一部リーグ昇格、インカレ・西カレ出場が決定するリーグ戦） 

5月 上旬以降の土・日曜は、練習または対外試合 

     6月 実習等で欠席の学生を除く選手で対外試合 

     8月 第 52回西日本大学女子ソフトボール選手権大会（西カレ） 

第 55回全日本大学女子ソフトボール選手権大会（インカレ） 

白馬カップ 
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韓国遠征 

9月 第 52 回秋季関西学生ソフトボールリーグ戦 

     11 月 第 37回関西学生リーグ新人大会 

12月 ～1月 雪上トレーニング 

3月 第 20 回阪神オープン 

第 15回熊野市長杯大学女子ソフトボール大会 

第 4回熊野市大学選手権大会 

エ ロッカー室 

学生（看護学科以外）に個人用ロッカーを 1年間貸与し、自己管理させる。 

オ 食 堂 

   学生食堂委託業者である㈱日米クックとの業務委託契約期間終了を受けて、新

たに㈱ワイズキッチンと業務委託契約を締結する。 

   調理方法、メニュー、食堂に特化する運営形態等、大きく変革を図ることで、

食堂に対する学生の評価が、大いに好転するものと期待できる。定期的に話し合

いの場を設け、業者との意見や情報の交換を密に行い、学生の要望にできる限り

応えられるようにする。 

2) 心身の健康   

ア 定期健康診断 

4月に全学科の定期健康診断を実施する。健康診断の委託業者(医療機関)を見直   

    して、より安心安全な検診がスムーズに受けられるようにする。診断後異常が見

つかった学生には、本人への通知だけでなく保護者にも結果を連絡し、再検査の

受診を促す等、学生の健康管理をサポートする。 

イ 学生教育研究災害障害保険 

正課中や課外活動中でのケガや事故、または通学途上での交通事故について、

保険が適用されること等保険制度の周知を，オリエンテーションや掲示物等を通

じてより一層図るとともに、安全指導を強化する。 

ウ 学生相談室 

毎週 3回（火、水、木曜）11：00～17：30の間、学生相談室にカウンセラー（臨 

床心理士）を配し、学生の悩み等の相談、教職員の教育相談等に応じる。また、

学生相談室の存在や内容の周知を、より一層強化するとともに、同室主催のイベ

ントを実施するなどして、同室を利用し易い環境を整える。 

エ 保健室 

月曜から金曜の 8：45～17：30 の間、保健師（看護師）が在室し、学生の怪我

や急病等に対応する。病院への搬送については「救急対応マニュアル」に則って、

適切且つ迅速に対応する。 

  また、学生相談室と連携し、学生の悩み等の相談に対応する、学生相談室の補

完的な役割を担うようにする。 

  学生相談室や保健室の活動で得た学生の情報は、学生課内のみならず学科や関

係部署の教職員とも連携共有し、学生に対するよりきめ細やかな対応に繋ぐ。 
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3) 学生の意見の聴取 

ア 学生と学長との懇談会 

     年 1回の懇談会を開催し、学長が直接学生から要望を聞く機会を設ける。 

イ 学生生活意識・実態調査 

隔年実施していた「学生生活意識・実態調査」を、教務部導入の新教学システ

ムを利用して平成 31 年度も実施した。令和 2年度も、回答数が少なかったという

前年度の課題に取り組みながら実施する。  

   調査内容については、各学科・各部署とも協議して精査・検討する。また、調

査結果についても精査・検討し、できる限り学生の要望の実現に努め、学生の満

足度向上に繋げる。 

4) 奨学金 

学修や学生生活に真面目に積極的に取り組み、人物学力共に優れた学生で、経

済的に困難な状況にある学生を資金面で支援するため、奨学金の給付・貸与を実

施する。 

ア 日本学生支援機構奨学金 

経済的理由により就学困難な学生、また家計が急変した学生に対し、きめ細か

な配慮をもって、奨学金貸与（給付）手続きの支援を行う。また、適正額貸与の

指導を強化して、延滞率の軽減を図る。 

新給付型奨学金について、学生や保護者に理解してもらえるよう、説明会を開

催して丁寧に対応し、適正な事務処理により学生の経済的な負担の軽減に努める。 

   イ 新給付型奨学金の給付を受けられない、経済的理由による就学困難な学生を対象

とする、新しい学内奨学金制度の創設を提言する。 

ウ 入学試験成績優秀者給付奨学金、塩川学修奨励金 

入試部や各学科と連携し、成績・人物ともに優れている学生への適切な支給   

に努める。 

エ 同窓生家族入学金支援制度 

入試部と連携し、対象者への適切な支給に努める。 

5) 学生納付特例制度 

20歳以上になると義務付けられる“国民年金の保険料の支払い”が猶予される、 

「学生納付特例制度」の申請代行ができる「学生納付特例事務法人」となって、

学生サービス向上策の一環とする。 

 

(2) 地域連携課 

地元の大学として、これまで蓄積してきた高度な専門知識及び種々の知的財産を

地域に公開し、地域社会における課題解決に取り組み、地域社会が健康、教育、文

化の面でより豊かになるよう、地域連携事業に積極的に取り組む。 

そのため、地域の皆様に本学が「地域に欠かせない存在」と認識して貰えるよう、

また学生が「社会に貢献できる人材」として成長できるよう、下記のような「公開

講座」や「地域活動」に積極的に取り組む。 
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1) 公開講座 

   ア 包括協定を締結している箕面、池田、川西の 3市を中心に、各市が標榜している 

   「健康で豊かに暮らせるまちづくり」「安心して子育てができるまちづくり」に貢

献できる内容の公開講座を実施する。そのために、各市や各種団体等の担当者と

の意見交換や相談を一層密に行う。また、アンケート調査を参考に、地域住民の

ニーズを探る。 

  イ 講師として、本学全学科のできるだけ多くの教員の協力を得て、各種ジャンルや

幅広い世代の多様なニーズに応えられるようにする。 

ウ 本学主催の「公開講座」を、年間 16回を目途に開催する。また、新規の受講生 

    を積極的に獲得し、公開講座申込者リストの新規登録者数を 60件増加させる。 

  エ 各市・団体との連携講座にも積極的に取り組み、年間 6回を目途に開催する。  

オ 公開講座には、できるだけ学生が講師の補助者として参加できるようにし、“現

場経験”や“一般市民とのコミュニケーション”という「実習」を体験できるよ

うにする。 

   カ これまで 2 年連続実施した大学祭での公開講座を、今年度も引き続き実施する。

その際、大学祭の催しの一つとして実施している、学生や学科の研究・学修発表

を同時に紹介し、より多くの地域住民の皆様に、本学のことを知ってもらうとと

もに、学生の学修に役立つように努める。 

2) 地域活動 

ア 従前から取り組んでいる、女子ソフトボール部員による箕面駅周辺の清掃活動等

のボランティア活動や、箕面消防本部学生消防隊「MATOY」の活動等を、引き続き

支援する。 

   また、ビッグバンドサークルによる幼児や高齢者施設等への慰問演奏等、各種

サークルや学生の地域連携・地域貢献活動を、積極的に支援する。 

イ 地域活動に積極的に参加する有志学生から成る「地域連携学生チーム」を組

織し、このチームを中心により多くの学生が地域活度に参加し、学内では得ら

れない学修ができるよう努める。 

ウ ガンバ大阪との連携事業の一層の振興を図るため、現行プロジェクトの継続実

施を進める。平成 31 年度に新チームとして活動を開始した、「ガンバ大阪連携

事業学生プロジェクトチーム」を中心に継続して活動し、従前から実施してい

るイベントの実施のほか、チームの学生自らが立案・計画したガンバ大阪施設

訪問、ユースチームとの連携、食事相談、健康相談など、年間を通した事業の

実施を進めて行く。 

エ 『箕面農業祭』『川西食育フェスタ』等の各種自治体主催のイベントへの協力

参加、『箕面市民生涯教育』『池田市婦人生涯学習室』等の各市民講座への講師

派遣等の協力を、一層積極的に実施する。 

      また、従前から実施している“箕面市の給食材料の放射線量の測定”に代表

される、各自治体からの個別の案件にも、本学から提案するよう積極的に取り

組む。 
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  オ 地域コミュニティーや自治会等、地域の代表との連携を強化し、地域のニーズ

に応えられるような事業を提案する。それに市や町等行政にもアプローチして、

民・官・学一体となった地域活動を進める。 

    カ 博物館や体育館等、本学の施設を使った公開講座やイベントなどを、より積極

的の実施する。 

    キ 公開講座やイベントなどの地域連携事業実施の際は、本学ＨＰや市や地域の広

報誌、地域ＦＭや新聞社等のメディア等々、多くの手段を通して活動をアピー

ルし、より多くの地域住民に本学のことを知ってもらう。 

 

6 進路支援センター 

(1) 就職課 

1) 目標 

「一般企業、医療・福祉就職希望者の就職率１００％」 

2) 目標達成のための施策 

 ① 企業との関係強化 

     a) 企業訪問 

      ・企業人事担当者との関係を構築・強化する。 

      ・定期的、計画的訪問で求人票を取得する。 

      ・学内業界研究会、及び企業説明会への招聘をする。 

     b) キャリア支援システム「アオキャリ」の活用 

      ・アオキャリでの求人情報登録依頼を徹底する。 

  ② 進路支援 

a) 個別相談 

      ・キャリアコンサルタント３名体制で対応する。 

・学生の就職活動の支援（進路相談、応募書類添削、面接練習）を行う。 

   b) 学内外支援セミナー 

ｱ) 企業担当者を招聘して学内インターンシップ、業界研究会、並びに企業説

明会を実施する。 

ｲ) 企業・事業所に在籍している卒業生による「ＯＢ・ＯＧとの懇談会」を実

施する。 

ｳ) 外部講師セミナーとキャリアカウンセラーによる学内セミナーを年次別

に計画し実施する。 

ｴ) 1社限定ランチセミナーを実施する。 

ｵ) 他大学等合同セミナーへの参加を促す。 

c) インターンシップ 

      ｱ) 企業インターンシップ（1Day、2Dayなどの短期）について学生に情報提供

と参加促進を行う。 

      ｲ) 本学学内インターンシップ開催を企画し、他大学学生と合同で実施する。 

    ｳ) 他大学で実施するインターンシップに参加を促す。 
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d) キャリア支援システム「アオキャリ」 

ｱ) アオキャリの活用 

・求人票・インターンシップ最新情報の取得、エントリーが可能である。 

・就職課での企業情報・就職関連情報取得が可能である。 

ｲ) 就職支援情報一元化による業務システム・データベース構築と効率化を図

る。 

e) 既卒者支援 

      ｱ) 大学ホームページにて既卒者に就職活動の情報提供を行う。 

    ｲ) アオキャリにて既卒者管理と既卒者に就職活動の情報提供を行う。 

ｳ) 各学科と連携し、既卒者情報共有と求人案内を行う。 

    ③ 学内連携 

     a) 各学科との就職連絡会（月 1回 定期開催） 

      ・就職学年の担任と一般企業就職希望学生の情報交換を行う。 

     b) 部長会議（月 1回 定期開催） 

      ・他部署と意見・情報交換を行う。 

   c) 事務連絡会議（月 1回 定期開催） 

    ・他部署実務担当者と情報交換を行う。 

3) 自己点検・評価報告 

    ① キャリア支援整備 

     a) 学生対応 

キャリアコンサルタント 3名による就職活動の支援を行う。 

 

     b) 学内外就職支援セミナー 

      ｱ) 各学科に応じた業界研究会、及び企業説明会を実施する。 

ｲ) 各学科卒業生によるＯＢ・ＯＧ懇談会を実施する。 

ｳ) 外部講師、就職課キャリアコンサルタントによるセミナーを企画・実施す

る。 

 ② アンケート抽出、及び記録 

     a) 就職先企業・事業所アンケート（対象：卒業後 1年以上 3年まで） 

ｱ) 卒業生採用実績企業・事業所 を対象とし、アンケートを実施する。 

ｲ) 本学卒業生の業務評価等内容をデータ化して保存する。 

  b) 卒業生アンケート（対象：卒業後 1年以上 3年まで） 

卒業生の就職後の意識調査、及び現状の就業確認をメールにてアンケート

調査を実施する。 

  

7 入試部 

(1) 入学者の選抜 

アドミッション・ポリシーに沿った入学者選抜を実施する。また、入試区分の

名称変更にふさわしい多様な入学者選抜を実施する。これにより、不本意入学者
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や無目的入学者の発生を抑え入学者の質の向上を目指し、かつ入学者の確保を考

慮した入学者選抜の工夫を行うことで志願者の増加を図る。 
 

(2) 学生受入れに関する措置 

1) オープンキャンパスなどイベントを強化する。 

   2) 近畿圏を中心に西日本地区への高校訪問・進学ガイダンス参画を強化する。 

3) 塾・予備校訪問の常態化を推進する。 

   4) 地方における認知度向上のための広報を強化する。 

   5) 高校と本学の関係性を向上し、高大接続を推進するため、高校教員対象説明会（高

大接続情報交換会）を実施する。 

   6) ホームページ及びＷｅｂでの広報を推進する。 

   
  (3) 高大接続改革    
    高校訪問、外部研修等で高校側の認識を把握する。その上で多面的・総合的（調

査書や活動報告書、面接、プレゼンテーション等）に評価する入学者選抜への円滑

な移行に対応できるよう入試委員会の場で方針と具体的対応について協議する。 
 

(4) 学生の受入れ 
1) アドミッションポリシー周知方法は、本学のウェブサイトに公開するとともに学     

    生募集要項などリーフレットに明記しオープンキャンパスや高校訪問、各種進学

ガイダンスなどにおいて広く告知する。 

   2) 入学者受け入れの方針に沿った学生受入方法の工夫については、受験生を多面的、 

総合的に評価することを目的にして多様な形態の入学選考を実施する。 

   3) 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持については、入学定員の 100％遵守

を念頭に、教育の質という点からも慎重に決定していく。 

4) 学生受入れ方法の工夫、入学定員の維持について組織的に点 

検・改善していく。新入生を対象としたアンケート調査を実施し、各学科におい

て志望動機等の状況を把握するとともに、入試制度の改善や学生募集対策を継続

して諮っていく。 
 

ⅹⅴ  青山幼稚園 

(1) 令和 2年度度の園児数と学級編成（予定）  

年長組  6 クラス  153 名  

      年中組  5 クラス  120 名  

     年少組  5 クラス  92 名            16 クラス：365名  

  
(2) 令和 2年度行事予定  

4 月  第 56 回入園式・進級式  

       5 月  保育参観・園外保育・内科検診・歯科検診・避難訓練・後援育友会総会  
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       6 月  歯磨き訓練・ふれあい動物村・水遊び・日曜参観・プラネタリウム  

        7 月 七夕まつり・星まつり・個人懇談会・平成 31年度同園会 

     8月 宿泊保育  

        9 月  入園説明会・園児募集・運動会・避難訓練 

       10 月  令和 3年度園児募集受付開始・入園検定・園外保育（栗拾い、芋掘り）  

       11 月  観劇会・園外一斉保育・避難訓練・七五三  

       12 月  生活発表会・おもちつき・クリスマス会・終業式  

        1 月  避難訓練・保育参観  

        2 月  豆まき・絵画制作展・個人懇談会・音楽鑑賞会  

        3 月  ひな祭り・全園児お別れ会・お別れ会・謝恩会・第 56回卒園式・修了式  

             ※学期ごとに終業式、始業式実施  

             ※月ごとに「お誕生会」実施  

  

(3) 給食調理室改築及び給食業者の変更  

1）給食室の改築による業者及び給食内容の見直し。  

2）給食の見直しによる食育の取り組みを進める。  

  

(4) 環境整備  

1) 園内の樹木の剪定、整備、花壇の整備と季節を彩る花を栽培し、季節感に溢れた

園内に努め、園児が豊かな自然に触れあえる環境作りを進める。  

2) 既存施設設備等の安全・点検に努める。  

3) 施設設備の修理等  

（リズム室の雨漏れ、リズム室横のトイレの改修、物置の改築・園庭階段、遊具

等）  

(5) 教員組織の資質向上と充実  

1) 教職員の組織作りの見直しを図る。 

2) 年間研修計画を見直し、各種団体主催の研修会に参加すると共に、園内において       

の研修を充実させる。引き続き外部講師による音楽の教員実技研修会を実施する。  

3）教職員の採用、確保（特に大阪青山大学）を大学と連携し、積極的に推進すると 

ともに、年少組や配慮を要する幼児への補助教員の配置、保育の充実を図る。  

4) 年間研修計画に基づき、保育研究保育を実施する。  

5) 大阪青山大学の教職員との連携を進め、保育・教育の充実、教員の指導力の向上 

に努め子ども教育学科の教育実習と看護学科の実習に協力する。食育の観点にお

いて健康栄養学科とも連携を進める。  

 

(6) 園児サービスの向上、保護者との連携の推進  

1) ホームページや園だより、クラス便り等を活用し、日々の保育・教育、行事等の

様子等を積極的に発信し、保育、教育への理解を図り、保護者、後援育友会と連 

携、協力し、充実した活動を進める。  
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2) 園行事の評価・改善、充実に努め、後援育友会との連携を積極的に進める。  

3) 通園バスのコース、便数、時間などを踏まえより安全で便利な送迎に努める。  

4) 火災、地震、バス事故などを想定した避難訓練を実施し、安全管理に努める。  

5) 開園時や長期休業中の預かり保育を実施し充実を図る。  

6) 未就園児教室「青葉の会」の園児が年少組へスムーズに入園出来るよう保育の一

層の充実と本園への入園のための情報提供や説明に努める。  

7) 平成 30 年度より開始した英語教育の充実を図る。ネイティブスピーカー講師の

採用。 

 

(7) 地域との交流推進  

1) 近隣地区、近隣小中学校との連携を図る。  

2) 中学校職業体験学習に協力する。  

3) 地域運動会等の地域行事に協力する。  

 

(8) 令和 3年度の園児募集  

入園説明会、体験入園や入園案内パンフレット等で、本園の保育理念、特色ある

活動等を丁寧に紹介、PR するとともにホームページのブログで日々の保育や行事に

おける園児の様子や活動内容を積極的に紹介し、園児募集に努める。  

 

(9) その他  

全日本私立幼稚園連盟・大阪府私立幼稚園連盟・三島地区私立幼稚園連盟・吹田

市私立幼稚園園長会などの構成員として参加、協力する。  
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